
各務原市シルバー人材センター補助金交付要綱 

（平成２１年３月３１日決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高齢者の就業機会の増大と福祉の増進を図り、併せて地域社会

づくりに寄与するため、公益社団法人各務原市シルバー人材センター（以下「人材

センター」という。）の運営に要する経費について、予算の範囲内において補助金を

交付するものとし、その交付に関しては、各務原市補助金交付規則（昭和３８年規

則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところ

による。 

（補助金の額） 

第２条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、別表に定める

経費とする。 

２ 補助金の額は、別表に掲げる各補助対象経費に係る補助金の額を合計した額とす

る。 

３ 別表に定める運営費に係る補助金の額は、補助対象年度の前々年度末日の人材セ

ンターの会員のうち実際に就労した人数及び前々年度に人材センターが受注した業

務に係る受注額を基準として算定するものとする。 

（交付申請） 

第３条 人材センターは、補助金の交付を受けようとするときは、規則第４条に規定

する補助金交付申請書に事業計画書、収支予算書等必要な書類を添付し、市長に提

出しなければならない。 

（実績報告） 

第４条 人材センターは、補助事業を完了したときは、速やかに規則第１１条に規定

する補助事業実施報告書に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならな

い。 

（１）事業報告書 

（２）補助金執行内訳書 

（３）収支決算書又はこれに代わる書類 

（変更の申請） 

第５条 人材センターは、補助金の申請内容について変更が生じたときは、速やかに

市長に報告し、承認を受けなければならない。 



（書類の整備等） 

第６条 人材センターは、補助金の交付を受けた事業等に係る収入及び支出を明らか

にした帳簿書類等を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類等を整備保

管するものとする。 

２ 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、事業の完了する日の属する市の会計年度の

翌年度から起算して５年間保存するものとする。 

（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年４月１日決裁） 

１ この要綱は、決裁の日から施行する。 

２ 平成２４年度から平成２６年度までに交付する運営費に係る補助金の額は、改正

後の各務原市シルバー人材センター補助金交付要綱第２条第３項の規定にかかわら

ず、平成２３年１０月１日の各務原市の人口及び世帯数を基準として算定した額と

する。 

附 則（平成２５年４月１日決裁） 

この要綱は、決裁の日から施行する。 

附 則（平成２７年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、改正後の各務原市シルバー人材セン

ター補助金交付要綱の規定は、平成２７年度の予算に係る補助金から適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日決裁） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月３０日決裁） 

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

別表（第２条関係） 

補助対象経費 補助金の額 

運営費 

１ 会員数割 

人材センターの会員のうち実際に就労した人数×３，６０

０円（千円未満切捨て） 

２ 実績割 

人材センターが受注した業務に係る受注額×２％（千円未



満切捨て） 

企画提案事業費

派遣サポート事業、子育て支援事業及びシルバーサロン事業

の実施に要する経費又は６，０００千円のうち、いずれか少な

い方の額 

事務局長人件費 予算の範囲内で市長が定める額 


